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お知らせ４月

中
学
生
医
療
費
助
成
制
度
が

４
月
１
日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た

　

こ
の
制
度
は
、
現
在
町
独
自
の

取
り
組
み
と
し
て
行
っ
て
い
る
、

小
学
６
年
生
ま
で
の
児
童
を
対
象

と
し
た
「
ち
び
っ
子
医
療
費
助
成

制
度
」
を
拡
充
す
る
も
の
で
、
中

学
生
の
医
療
に
要
す
る
経
費
の
う

ち
医
療
保
険
の
自
己
負
担
額
を
公

費
で
助
成
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
要
件

・
周
防
大
島
町
に
居
住
地
を
有
す

る
中
学
校
１
年
生
か
ら
中
学
校
３

年
生

・
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ

と※
た
だ
し
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
方
や
児
童
福
祉
施
設
に
入
所

し
て
い
る
方
、
里
親
に
委
託
さ
れ

て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。

※
対
象
者
の
お
ら
れ
る
世
帯
に

は
、
文
書
で
お
知
ら
せ
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
役
場
福
祉
課
ま
た
は

最
寄
り
の
総
合
支
所
・
出
張
所
で
、

４
月
24
日
㈮
ま
で
に
申
請
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
、
福
祉
医
療
費
受

給
者
証
（
重
度
心
身
障
害
者
ま
た

は
ひ
と
り
親
家
庭
用
）
を
受
給
の

中
学
生
は
、「
中
学
生
医
療
費
助
成

制
度
」
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
受
給
対
象
中
学
生
の
健
康
保
険
証

・
印
鑑

※
受
給
者
証
の
送
付
が
４
月
下
旬

と
な
り
ま
す
の
で
、
４
月
１
日
よ

り
病
院
を
受
診
さ
れ
た
方
は
、
保

険
診
療
に
よ
る
医
療
費
を
払
戻
し

ま
す
の
で
、
医
療
費
の
領
収
書
の

保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。
返
還
手

続
き
の
方
法
は
、
受
給
者
証
送
付

時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

今
年
度
か
ら
結
核
・
肺
が
ん

出
前
検
診
を
始
め
ま
す
　

～ 

職
場
や
グ
ル
ー
プ
で
が
ん

検
診
を
企
画
し
て
み
ま
せ
ん

か 

～

　

肺
が
ん
は
、
40
歳
代
か
ら
増
え

始
め
、
70
歳
代
で
急
激
に
増
え
始

め
ま
す
。
本
町
の
死
因
別
死
亡
割

合
で
み
る
と
、
第
1
位
は
が
ん
で

中
で
も
肺
が
ん
で
亡
く
な
る
方
が

最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
地
区

や
団
体
の
集
ま
り
、
職
場
や
趣
味

の
会
な
ど
で
が
ん
検
診
を
企
画
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

　

検
診
を
希
望
さ
れ
る
方
を
10
人

以
上
集
め
て
い
た
だ
け
る
と
、
ご

希
望
の
日
時
・
場
所
に
出
前
し
ま

す
。

　

ま
た
昼
間
は
仕
事
な
ど
で
受
け

ら
れ
な
い
と
い
う
方
の
た
め
に
、

各
地
区
（
久
賀
・
大
島
・
東
和
・
橘
）

で
夕
方
検
診
（
午
後
５
時
か
ら
７

時
ま
で
）
も
実
施
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者　

町
内
に
住
所
を
有
す

る
40
歳
以
上
の
方
（
平
成
28
年
3

月
31
日
現
在
）

■
実
施
期
間　

5
月
1
日
㈮
～
7

月
３
日
㈮
ま
で
（
土
日
除
く
）

■
検
診
内
容　

胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

検
査
及
び
喀
痰
細
胞
診
検
査

■
自
己
負
担
金

○
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査	

　

64
歳
以
下　

２
０
０
円	

　

65
歳
以
上　

無
料

○
喀
痰
検
査

　

64
歳
以
下　

８
０
０
円

　

65
歳
以
上　

４
０
０
円

■
申
し
込
み
人
数　

10
人
以
上
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
※	

10
人

に
満
た
な
い
場
合
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

■
申
し
込
み
方
法　

出
前
検
診
を

希
望
さ
れ
る
日
程
を
第
2
希
望
ま

で
決
め
、
希
望
日
の
2
週
間
前
ま

で
に
電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。
お
申
し
込
み
後
、
検
診
機
関

と
調
整
し
ご
連
絡
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

※
出
前
検
診
が
実
施
で
き
る
時
間

帯
は
、
9
時
か
ら
20
時
ま
で
で
す
。

※
町
の
検
診
実
施
日
は
午
後
か
ら

に
な
り
ま
す
。

※
検
診
車
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
増
進
課

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
４

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
の

お
知
ら
せ

　

身
体
障
害
者
等
が
所
有
も
し
く

は
使
用
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い

て
、
障
害
の
程
度
に
よ
り
一
定
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
に
は
、

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
が
あ
り

ま
す
。
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

期
限
は
５
月
25
日
㈪
で
す
。

　

な
お
、
減
免
の
で
き
る
自
動
車

は
一
人
の
障
害
者
に
つ
き
普
通
自

動
車
を
含
め
、
一
台
に
限
ら
れ
ま

す
。
詳
し
く
は
、
税
務
課
ま
た
は

柳
井
県
税
事
務
所
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

○
軽
自
動
車
税　

税
務
課

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

○
自
動
車
税　

柳
井
県
税
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
３
）
２
１
２
１

島
の
く
ら
し
を
お
す
そ
わ
け

～
春
コ
ー
ス
～

○
夏
み
か
ん
の
加
工
品
づ
く
り

・
日
時
　
５
月
８
日
㈮

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

催
し

・
場
所
　
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー

（
東
安
下
庄
）

・
体
験
料
　
２
０
０
０
円

・
受
入
人
数
　
10
人

・
募
集
締
め
切
り
　
４
月
27
日
㈪

※
昼
食
あ
り

○
い
ぎ
す
と
伊
保
田
の
田
舎
料
理

づ
く
り

・
日
時
　
５
月
14
日
㈭

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
２
時

・
場
所
　
油
田
農
村
環
境
改
善
セ
ン

　

タ
ー
（
伊
保
田
）

・
体
験
料
　
１
５
０
０
円

・
受
入
人
数
　
５
～
10
人

・
募
集
締
め
切
り
　
５
月
１
日
㈮

※
昼
食
あ
り

○
健
康
茶
と
郷
土
料
理
づ
く
り

・
日
時
　
５
月
21
日
㈭

　

午
前
10
時
～
午
後
２
時

・
場
所
　
し
ま
と
ぴ
あ
ス
カ
イ
セ
ン

　

タ
ー
（
小
松
）

・
体
験
料
　
１
５
０
０
円

・
受
入
人
数
　
10
人

・
募
集
締
め
切
り
　
５
月
11
日
㈪

※
昼
食
あ
り

※
各
コ
ー
ス
と
も
申
し
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
少
数
の
場
合
は
開
催
で

き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

周
防
大
島
く
ら
し
体
験
ネ
ッ
ト

　

ワ
ー
ク
事
務
局
（
農
林
課
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２


